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８教生推第 13 号 

令和８年４月 15 日 

各 都 道 府 県 専 修 学 校 各 種 学 校 主 管 課 長 

各都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課長 

専 修 学 校 を 置 く 国 立 大 学 法 人 担 当 課 長  殿 

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課 長 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長 

文部科学省総合教育政策局 

生 涯 学 習 推 進 課 長 

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改

正する命令の施行に向けた専修学校に係る取扱い等について

（依頼） 

平素より専修学校教育の振興に御尽力賜り、お礼申し上げます。 

このたび、国家公安委員会・警察庁より、別添の通り標記命令の施行に向けた協力要請が

ありました。 

現在、専修学校及び各種学校の入学金等の納付手続きの際の金融機関での取扱いについて

は、10 万円を超える入学金等を現金で振り込む際には、金融機関等の窓口にて本人確認書

類を提示した上で振込みを行うことが必要ですが、標記命令の施行により、専修学校の専攻

科の入学金等の支払いの際には、下記による運用を行っていただくことで、本人確認書類の

提示が不要となります。（現行においても、入学金等を口座間振込みにより支払う場合は、

本人確認書類の提示は不要です。） 

つきましては、貴職におかれては、所管する専修学校に対し、標記命令の内容及び標記命

令施行後の運用について、周知いただきますようお願いします。 

記 

１． 金融機関の窓口において、振込先となる専修学校の課程等の種別を判別することを

可能とするため、入学金等の振込みを行う際に、振込用紙には、学校名に加えて課程

名等（高等課程、専門課程、一般課程、専攻科の別）を明記すること。 

※本件に関するお問合せにつきましては、下記担当者にご連絡していただきますようお願

いします。

（問合せ先）警察庁刑事局 組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課 

担当：大久保 電話：03-3581-0141 



２ 

＜添付資料＞ 

１．犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案の施行に向

けた協力の要請について 

２．犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則新旧対照表 



警 察 庁 丁 組 一 発 第 2 4 5 号

令 和 ８ 年 ３ 月 3 0 日

文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課長 殿

警察庁刑事局組織犯罪対策部

組 織 犯 罪 対 策 第 一 課 長

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令

案の施行に向けた協力の要請について

国家公安委員会・警察庁では、標記命令案について、令和８年２月27日から

３月28日までの間、意見募集を行い、今後、４月中旬に公布及び施行する予定

です。

標記命令案の施行により、学校教育法の一部を改正する法律（令和６年法律

第50号）による改正後の学校教育法（昭和22年法律第26号）第125条の２第２

項に規定する専修学校に置かれる専攻科に対する入学金、授業料その他これら

に類するもの（以下「入学金等」という。）の支払が、簡素な顧客管理を行う

ことが許容される取引に追加され、取引時確認義務の対象取引から除外されま

す（別紙参照）。

これにより、入学金等の支払に係る現金での振り込みについては、その額が

10万円を超える場合であっても、金融機関の窓口での本人確認書類の提示等が

不要となります。

つきましては、貴省におかれまして、標記命令案の施行に伴う金融機関の窓

口での取引時確認義務の対象の変更に係る周知に関し、ご協力をお願いいたし

ます。

また、金融機関の窓口において、振込先となる専修学校の課程等の種別を判

別することを可能とするため、入学金等の振込用紙に学校及び課程等の種別を

明記するよう運用の統一を図ることについて、ご協力をお願いいたします。
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